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                         現場説明書の改定について（通知）

  このことについて、別添のとおり改定しますので、平成９年４月７日以降入札閲覧を
開始するものから適用してください。
（なお、営繕工事についても、この通知の趣旨に従い措置をしてください。）
  建築課，住宅課あてのみ．記載のこと

                                   記

    主な改定点

      一般的事項

        （１）労働基準法等の遵守（１０）
              法定労働時間が、週４０時間以内であることを明示した。
        （２）その他（１２（５））
              労務費は、法定労働時間週４０時間を考慮していることを明記した。
             （別添省略）


